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ご使用前に、必ずお読みください。�
ご使用になる方、お一人に一冊ずつお渡しください。�
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ごあいさつ

この度は、「イーグル縦吊無傷クランプＮＥ型」をお買い上げ頂き、誠に有難

うございます。

ご使用の前には、この説明書をよくお読み頂き、正しい使用方法で安全にお使

いくださいますようお願い申し上げます。

弊社は、吊具の専門メーカーとして、お買い上げ頂いたクランプの保守管理の

ために、巡回サービスによる定期点検および不良部品の交換など、安全対策に万

全を期しております。しかし何分にも多方面にわたりご使用頂いておりますので、

訪問点検は緊急の場合を除き、当社の計画予定サイクルで実施させて頂いており

ます。

労働安全衛生規則では現在ご使用中のクランプおよび吊具について、メーカー

を問わず定期自主点検の実施および点検内容の記録が義務付けられています。つ

きましては労働安全衛生規則に則った、定期自主点検を実施して頂きまして、吊

具による事故の防止にご配慮くださいますようお願い致します。

なお、イーグル・クランプの保守点検につきましては、後記の点検基準表をご

参照の上、異常が認められたものは使用禁止とし、部品交換、または修理の処置

をお願い致します。

修理不能品は誤使用による事故を防止するため、廃棄処分としてください。

交換部品、修理品、点検サービスのご用命、製品等についてのお問い合わせは、

イーグル・クランプ取扱店、および最寄りの弊社営業所にて承っておりますので、

お気軽にご相談ください。

この取扱説明書は保守点検の際に必要となりますので、お読みいただいた後は、

ご使用になる方がいつでもご覧になれる場所に、保証書・点検報告書とともに大

切に保管してください。
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ユーザー登録・クランプ登録のお願い
保守管理のための大切なデータとなりますので、保証書に添付さ
れております保証書発行確認書に必要事項をご記入の上、弊社まで
必ずご返送頂きますようお願い申し上げます。
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安全上のご注意

玉掛け用クランプを
ご使用になる前に、
必ずお読みください。

玉掛け用クランプ（以下、クランプという）の使い方を

誤ると、吊荷の落下などの危険な状態になります。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくお使い

ください。

クランプを購入され使用される事業主はもとより、作

業される方に、『クレーン等安全規則』『玉掛け用クラン

プの作業マニュアル』『貴社の作業基準』などを

教育し、作業される方が、クランプの知識・安全の情報・

そして注意事項の全てについて習熟されたことをご確認

の上、作業に従事させてください。

『玉掛安全協議会』では、この取扱説明書に使用する

注意事項を『危険』『注意』の2つに区分しています。

※お読みになった後は、お使いになる方が、

いつでもご覧になれるところに必ず保管　

してください。



なお、 に記載した事項でも、状況に　　　　

よっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも、重要な内容が記載されていますので、必ず、

守ってください。

●記号の説明
記号は、危険・注意を促す内容がある

ことを告げるものです。図の中に具体

的な注意内容が記載されています。

（右図の場合は挟まれ注意）

記号は、禁止の行為であることを告げ

るものです。

記号は、行為を強制したり、指示した

りする内容を告げるものです。

図の中や近傍に具体的な指示内容が記

載されています。

（右図の場合は2点吊）
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危 険��注 意�

�禁 止�

指 示�

�

2点吊�

危 険

注 意　

取り扱いを誤った場合に、危険な状

態が起こりえて、死亡または重傷を

受ける可能性が想定される場合。

取り扱いを誤った場合に、危険な状

態が起こりえて、中程度の傷害や軽

傷を受ける可能性が想定される場合、

および物的損害が想定される場合。

注　意



禁 止�

指 示�
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１．取り扱い全般について

危　険

１．取扱説明書および注意銘板の内容を熟知しない人は、使用

しないでください。

２．法定資格のない人は、絶対にクレーン操作、玉掛け作業を

しないでください。

（参照：クレーン等安全規則第221条・第222条）

３．吊上げ運搬中は吊荷の落下・転倒範囲内に立ち入らないで　　　

ください。

（参照：クレーン等安全規則第28条・第29条）

４．玉掛け作業以外には、使用しないでください。

５．作業開始前の点検や定期点検を必ず実施してください。

（参照：クレーン等安全規則第217条・第220条）
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指 示�

�禁 止�

�禁 止�

指 示�

２．作業前の確認について

危　険

１．作業方法に適合しないクランプは、使用しないでください。

２．クランプの変形、亀裂、作動不良、摩耗等異常のあるもの

は、使用しないでください。

３．吊荷の条件が次の場合は、クランプを使用しないでくださ

い。

●ぜい性材

●高硬度材、および低硬度材や強度の著しく低い材料

●つかみ部に勾配がある部材

４．クランプ本体に表示された型式、基本使用荷重、開口寸法、

定期点検済表示を確認してください。

５．吊荷の重量が、使用するクランプの基本使用荷重の許容範

囲内であること。

６．吊荷の板厚が、使用するクランプの許容範囲内であること。

注　意

７．クランプに取り付けられた注意タグ、または注意銘板を取り外

したり、不鮮明なまま使用しないでください。

８．環境の条件が次の場合は、クランプを使用しないでください。

●吊荷の温度が150℃以上の高温、および－20℃以下の低温　　　　　　　　　　　　　

●酸・アルカリ等の溶液中、および雰囲気中　　　　　　　　

９．クランプに使用するスリングは、玉掛け作業に適合したものを

使用してください。
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指 示�

�禁 止�

�禁 止�

2点吊�

３．使用方法と玉掛け作業について

危　険

１．１点吊で、クランプを使用しないでください。

２．クランプで、次のような吊方はしないでください。

（重ね吊、当て物吊、段吊、共吊、および横つかみ吊）

３．クランプで鋼矢板の引抜き、およびそれらの縦吊作業をし

ないでください。

４．強風時、危険が予想される場合は、クランプを使用しない　　　　

でください。

５．油圧ショベルでは、クランプを使用しないでください。

※玉掛け作業に適合したフック等を装備した場合は、

「労働安全衛生規則　第164条」および「労働基準局通達

基発第542号」によること。

６．クランプの取り付けは、2個以上のクランプでバランスを

保つ位置に取り付けて、吊荷の安定を図るようにしてくだ

さい。

７．クランプの吊角度、および掛け幅角度は、型式に合った規

定の角度以内であること。

８．クランプの開口部の奥まで、吊荷を差し込んでください。

９．ロック装置付きのクランプを使用する場合は、必ずロック

を掛けて使用してください。

注　意

１０．吊荷のつかみ部に、油、塗料、スケール、サビ等の付着物

がある場合は、使用しないでください。

１１．クランプを投下したり、引きずったりしないでください。
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指 示�

�禁 止�

�禁 止�

指 示�

４．クレーンの操作について

危　険

１．クランプの基本使用荷重を越える吊荷は、絶対に吊らない

でください。

２．吊荷やクランプに、衝撃荷重が働くようなクレーン操作は

しないでください。

３．クランプで吊った荷に、人は乗らないでください。

また、人の乗る用途には、絶対に使用しないでください。

４．クランプで、地球吊をしないでください。

５．吊荷を吊上げ中に、クランプのロックを開放しないでくだ

さい。

６．吊荷から取り外したクランプを、再度吊荷に引っ掛けたり、

隣接の部材に当てたりしないでください。

７．クレーンで巻き上げる時、クランプに荷重が掛かった時点

で、一旦停止して、安全確認（差し込み深さ、ロック状態

等）をしてください。

８．着地前に一旦停止して、次の事項を確認してください。

（吊荷の傾き、転倒、および着地場所とその周辺の安全確保）

注　意

９．吊荷を引きずるようなクレーン操作はしないでください。

１０．クランプで吊荷を吊ったまま、クレーン（巻き上げ機等）

の運転位置から離れないでください。

１１．クレーンの巻き上げ・巻き下げは、静かに丁寧に行ってく

ださい。



8 M-4

指 示�

�禁 止�

�禁 止�

５．保守点検・保管・改造について

危　険

１．クランプ、および付属品の改造は、絶対にしないでください。

２．クランプ、および付属品に溶接、加熱などをしないでくだ

さい。

３．当社純正部品以外は、絶対に使用しないでください。

４．修理が必要なクランプは、別の場所に保管し、誤って使用

されないようにしてください。

５．保守点検、修理は、事業者が定めた専門知識のある人が行

ってください。

６．保守点検で異常があったときは、そのまま使用せず、ただ

ちに補修、または廃棄してください。

７．クランプの可動部、カム、受け金（旋回アゴ）にかみ込ん

だ塗料・汚泥等を除去してください。

注　意

８．保守点検、修理をするときは、必ず空荷（吊荷がない）の

状態で行ってください。

９．保守点検、修理をするときは、点検作業中の表示（「点検

中」等）を必ず行ってください。

１０．クランプの回転部分（ピン回り）・ガイド溝等、摺動部に

必ず注油してください。

１１．クランプは、必ず室内に保管してください。

【ご注意】分解・組み立てに必要な、検査項目・点検基準は、取り扱い販売店、または

当社営業所までご用命ください。
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使用前に、必ず「取扱説明書」をお読みください。�
取り扱いを誤った場合は、重大な結果につながります。�

このタグを取り外さないでください�

「クレーン等安全規則」を遵守してください。�

CLAMP

1(06)762-0341(代)  6(06)768-5718

  1.　法定資
格のない人は

、使用しない
こと。�

  2.　玉掛け
作業以外に使

用しないこと
。�

  3.　基本使
用荷重を越え

て使用しない
こと。�

  4.　落下、
転倒範囲内に

立ち入らない
こと。�

  5.　開口部
の奥に当るま

で差し込むこ
と。�

  6.　歯の摩耗
や目詰まり、い

たんだクランプ
を使用しないこ

と。�

  7.　１点つ
りで使用しな

いこと。�

  8.　バラン
スを保つ位置

にクランプを
取り付けるこ

と。�

  9.　衝撃荷
重を掛けない

こと。�

10.つり角度
は、来ていの

角度以内で使
用すること。

�

11.ロック装
置のあるもの

は、必ずロッ
クを掛けるこ

と。�

危　　険�

使用前に、必ず「取扱説明書」を�
お読みください。�
取り扱いを誤った場合は、重大な結果�
につながります。�危 険�

クランプには下記の注意タグ又は注意銘板が
取り付けられています。

ご使用時、ご確認ください。

●注意タグ

●注意銘板

表

裏
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１．NE型　仕様・寸法／分解構造図・部品名
●寸法図　　

●仕様寸法表
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型　式�
基本使
用荷重�
(t)

自重�
(kg)

寸法（mm)開口寸法�
（mm) 

NE-0.5�
NE-1�
NE-2�
NE-3�
NE-5

0～20�
5～25�
5～30�
10～35�
10～40

0.5�
1�
2�
3�
5

25�
31�
36�
40�
50

55�
60�
71�
85�
105

68�
80�
91�
100�
130

148�
171�
198�
225�
285

18�
27�
26�
35�
40

78�
88�
107�
125�
130

99�
110�
133�
155�
175

195�
225�
266�
300�
345

36�
43�
54�
62�
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60�
71�
87�
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50�
60�
60�
70

40�
45�
55�
55�
60

12�
16�
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8.6�
15.1�
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42.0
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●分解構造図

●部品名
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rrr

14-3

12-2

12-1

12-4
12-3

14-214-4

14-19-1

7-4

8-1

1-1

5-3
5-2

8-2 7-1 6-1

7-2

9-2 9-3 5-1

1-2

1-3

1-3

4 2
3

15

13

10

11-111-3

11-2

7-3

6-2

7-1

0.5t,1t

7-3

7-2

7-5

r r r

部品�
番号�

品　名� 部　品　名� 数�枝番�

１　本体�
�
�
２　吊環�
３　吊環ピン�
４　押さえリンク�
５　押さえリンクボルト�
�
�
６　ストッパーカム�
�
７　ストッパーカム�
　　作動レバー�
�
�
�
８　カムピン�

1-1　本体�
1-2　締付ねじガイド�
1-3　カラー�
�
�

押さえリンク�
5-1　押さえリンクボルト�
5-2　ナット�
5-3　ロールピン�
6-1　ストッパーカム�
6-2　ロールピン�
7-1　作動レバー�
7-2　リンク�
7-3　リンクピン�
7-4　作動レバー止めねじ�
7-5　カラー（0.5t、1tのみ）�
8-1　カムピン�
8-2　ロールピン�

部品�
番号�

品　名� 部　品　名� 数�枝番�

９　締付ねじ�
�
�
10　押しばね�
11　開口調整用クサビ�
�
�
12　ストッパーカム用�
　　ロック装置�
�
�
13　ロックスプリング�
14　本体ボルト�
�
�
�
15　締付ハンドル�

9-1　締付ねじ�
9-2　締付ねじ用カラー�
9-3　ロールピン�
�
11-1　クサビ�
11-2　ネジコマ�
11-3　クサビ止め付けナット�
12-1　ロックカム�
12-2　ロックハンドル�
12-3　ロールピン�
12-4　ロールピン�
�
14-1　本体ボルト�
14-2　ナット�
14-3　ロールピン�
14-4　本体ボルト用カラー�
�

1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1�
1

1�
1�
2�
1�
1�
1�
1�
1�
2�
1�
1�
1�
2�
1�
1�
2�
1�
1 ●……注油箇所
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F

２．構造と作動機構
●吊上げ・締め付け（クサビ締め付け機構）
開口調整用クサビを備え、吊荷に傷を付けないで運搬作
業のできる無傷クランプです。吊荷をクランプの開口部
に差し込み、クサビ締付ねじを回してクサビを吊荷に強
く押し付けます。クレーンの巻き上げと同時に、クサビ
は吊荷をさらに強く押し付けて吊上げる構造となってい
ます。吊荷重が増えるに従い、リンク・クサビ機構によ
る自動締め付け作用で締付力が増加します。この時の締
付力は、吊荷重の約5倍以上となります。
反転作業時には一時的に無負荷状態になりますが、クサ
ビ締付ねじに装備した巻きばねの押付け力で、クサビは
吊荷を押し付け、クランプの安定を確保します。

●ストッパーカム機構
クランプを吊荷に差し込み、クサビを締め付けた状態で
ストッパーカム用ロックハンドルを「閉」方向に回して
ロックすると、ロックスプリングの張力により、ストッ
パーカムがセットされ、吊荷とクサビとの間の油やスケ
ール等による万一の場合の滑落を防止する機構です。
通常、吊荷がクランプの開口部に十分差し込まれている
時には、ストッパーカム作動レバーにより、ストッパー
カムは吊荷を押さえ付けない構造となっているため、吊
荷に傷を付けることがありません。
ストッパーカムロック装置をセットしないと、吊荷に付
着した油等の介在物のために吊荷とクサビの摩耗係数が
低下した時、吊荷の抜け落ちを防止できず、重大事故の
原因となります。

●クサビ締め付け確認機構
無傷クランプの把持機構は、表面研磨のクサビ式を採用
しているため、作業中の衝撃荷重や運搬中の振動、吊荷
の汚れ等による、摩擦力の低下が原因となる吊荷の滑落
を防止する、ストッパーカム機構が必要条件となります。
このストッパーカム機構が確実に作動するためには、ク
サビが吊荷を確実に押し付けていることが必要です。NE
型にはクサビの押し付けを確認するための「確認窓」が
本体側面にあり、クサビ締付ねじを締め付けた時に、ク
サビの押し付け状態を確認することができる構造となっ
ています。ストッパーカム用ロック装置はクサビの締め
付けを確認後、セットしてください。
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３．製品の性能と材料
（１）安全係数

■試験荷重（プルーフロード）は基本使用荷重の3倍
■破断荷重は基本使用荷重の5倍以上
■安全係数“5”以上
（クレーン等安全規則 第8章 第213条・第214条による）

（２）使用材料と機械的性能
■本体、吊環、リンク、クサビ

■ストッパーカム

■締付ねじ

■ボルト・ピン類

15

材質

ＳＭ570

降伏点
（Ｎ／mm2）

420以上

引張強さ
（Ｎ／mm2）

570以上

伸び
（％）

19以上

硬さ（ＨＶ）

ー－

材質

ＳＣＭ435

降伏点
（Ｎ／mm2）

785以上

引張強さ
（Ｎ／mm2）

930以上

伸び
（％）

15以上

硬さ
（ＨＲＣ）

31～34

材質

ＥＫＮ－７

歯先硬度（ＨＶ）

ＨＶ640～700

材質

ＳＮＣＭ447

歯先硬度（ＨＶ）

ＨＶ513～544



４　縦吊用無傷クランプＮＥ型の作業マニュアル
（１）目的
縦吊用無傷クランプＮＥ型の使用にあたっては、その使用方法が悪いと吊荷を落下させたり、
クランプを著しく損傷させるなどの危険を伴うため、クランプの正しい使用方法をマスターし
ておく必要があります。
このマニュアルは安全な玉掛け作業を確保し事故を未然に防止するため、クランプの正しい使
用指針を与えることを目的としています。

（２）適用範囲
玉掛け用具として使用する鋼材用縦吊無傷クランプＮＥ型の使用基準について規定しています。

（３）クランプの種類
玉掛け作業にあたっては、使用条件に適合した型式のクランプを選定しなければなりません。

16 M-4

鋼
板
・
形
鋼
等
の
縦
吊
運
搬
作
業
／

引
き
起
こ
し
作
業
／
反
転
作
業

●縦吊クランプ
クランプ開口部が、吊荷の
荷重方向と同じ方向に設け
られた構造のクランプです。
荷を吊上げた時に、クラン
プ角度（Ｐ.６７参照）が
45゜以上になる場合に使用してください。
（鋼板の反転作業等）
●縦吊作業
荷を吊上げた状態で、くわえ口が鉛直になる作
業をいいます。

※反転作業を行う場合、引き起こし、及び反転後
は一時的に横吊状態になることがあります。こ
の時のクランプの最大使用荷重は基本使用荷重
の1／2としてください。

●横吊クランプ
クランプ開口部が、吊荷の
荷重方向と交わる方向に設
けられた構造のクランプで
す。荷を吊上げた時に、ク
ランプ角度（Ｐ.６７参照）
が 0°～ 45 に゚なる場合に使用してください。
（鋼板の水平吊・形鋼の横吊作業等）
●横吊作業
荷を吊上げた状態で、くわえ口が水平になるク
ランプ作業をいいます。

※反転作業や引き起こし吊上げ作業を行う場合、
一時的に縦吊状態になることがあります。この
時、クランプ自身の回転によって外れることが
ないよう、吊角度に十分注意してください。

作業内容　　　　クランプの選定　　クランプの構造と作業区分の判定基準

●縦吊専用
無傷クラ
ンプを選
定

●横吊専用
クランプ
を選定

鋼
板
・
形
鋼
等
の
横
吊
運
搬
作
業

6

45°以上

0～45°
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項目　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　処　置　　　　　　注意事項

（
１
）
表
示
内
容
の
確
認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
吊
荷
重
量
の
確
認

縦吊作業には、
「縦吊用クランプ」
を使用してくださ
い。

表示のないもの
や、表示の不具合
なものは使用現場
に置かないでくだ
さい。

吊荷重が許容範囲
を超えた場合、ク
ランプの破損・吊
荷の落下などの原
因となります。
また、吊荷重が小
さ過ぎると、鋼板
へのくい込みが少
なくなり、吊荷が
滑る原因となりま
す。
速度変化の大きい
場合や反転時に
は、衝撃的な力が
作用することがあ
るので余裕を持た
せてください。

17

表示のないものや
不鮮明なものは使
用しないでくださ
い。

定期点検済表示の
ないものや、点検
月表示の正しくな
いものは使用禁
止。

但し
貴社社内規定優先

吊荷重に適合した
基本使用荷重のク
ランプを使用して
ください。
（例）
400kｇのものを
吊上げる場合、
0.5ton用のクラ
ンプを2個使用し
てください。

（４）作業前の確認事項
作業開始前には必ず使用クランプと作業内容を点検し、次の事項を確認してください。

●クランプ本体の側面に表示された
下記の事項を確認してください。
・型式
・基本使用荷重
・開口寸法
・定期点検済表示
・用途表示（タテ・ヨコ）

吊荷重の算定にあたっては、偏荷重・
衝撃荷重を考慮して行ってください。
吊荷の重量が基本使用荷重の1／5以
下のものは吊上げないでください。
（軽量吊荷に注意）

●吊荷の重量が、使用するクランプ　
の基本使用荷重の許容範囲内であ　
ること。
●クランプの基本使用荷重を超える
吊荷は、絶対に吊らないでくださ
い。

危　険

危　険

イ
ー

グル
・クラン

プ

’98 3 月�
点
検 済 証

禁 止�

400kg以下

1ton用
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項目　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　処　置　　　　　　注意事項

（
３
）
吊
荷
板
厚
の
確
認
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
注
意
タ
グ
・
注
意
銘
板
の
確
認
　
　
（
５
）
ス
リ
ン
グ
の
確
認

吊荷の板厚が薄い
場合、引き起こし
時などに位置ずれ
を生じたり外れる
危険があります。

部材の折れ曲がり
等により、思わぬ
事故につながる恐
れがあります。

「クレーン等安全
規則第213条・
第214条」参照

吊荷の板厚に適合
した開口寸法のク
ランプを使用して
ください。

注意タグ・注意銘
板のないクランプ
は使用しないでく
ださい。

注意タグ・注意銘
板のない場合は、
必ず弊社まで注意
タグ・注意銘板を
ご請求の上、取り
付けを行ってくだ
さい。

有害なワイヤロー
プ・チェーンスリ
ング・金具類は使
用しないでくださ
い。

●吊荷の板厚が、使用クランプの板　
厚許容範囲内であること。

吊荷の板厚が最大開口寸法の1／4以
下のものは吊上げないでください。
（薄板の吊上げに注意）

●クランプに取り付けられた注意タ
グ、または注意銘板を取り外した
り、不鮮明なまま使用しないでく
ださい。

18

クランプ作業に使用するスリング及び
金具の安全係数が、次の基準を満たし
ていること。
・ワイヤロープ　　　6以上
・チェーンスリング　5以上
・金具　　　　　　　5以上

●クランプに使用するスリングは、
玉掛け作業に適合したものを使用
してください。

注　意

危　険

注　意

10mm以下の鋼板

0～40mm

使用前に、必ず「取扱説明書」をお読みください。�
取り扱いを誤った場合は、重大な結果につながります。�

このタグを取り外さないでください�

「クレーン等安全規則」を遵守してください。�

CLAMP

1(06)762-0341(代)  6(06)768-5718

使用前に、必ず「取扱説明書」を�
お読みください。�
取り扱いを誤った場合は、重大な結果�
につながります。�危 険�

  1.　法定資
格のない人は

、使用しない
こと。�

  2.　玉掛け
作業以外に使

用しないこと
。�

  3.　基本使
用荷重を越え

て使用しない
こと。�

  4.　落下、
転倒範囲内に

立ち入らない
こと。�

  5.　開口部
の奥に当るま

で差し込むこ
と。�

  6.　歯の摩耗
や目詰まり、い

たんだクランプ
を使用しないこ

と。�

  7.　１点つ
りで使用しな

いこと。�

  8.　バラン
スを保つ位置

にクランプを
取り付けるこ

と。�

  9.　衝撃荷
重を掛けない

こと。�

10.つり角度
は、来ていの

角度以内で使
用すること。

�

11.ロック装
置のあるもの

は、必ずロッ
クを掛けるこ

と。�

危　　険�
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項目　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　処　置　　　　　　注意事項

（
６
）
作
業
開
始
前
の
点
検
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）
作
業
者
の
資
格

「玉掛け用具の点
検」については、
（社）日本クレー
ン協会発行「玉掛
け作業者必携」
（第3編第5章）を
参照ください。

クランプの外観
（特に歯の摩耗）
および機能を点検
してください。異
常が認められた場
合は使用禁止と
し、分解点検を行
い、部品の交換を
するかメーカーま
たはメーカー指定
の場所に送付して
ください。

き裂のあるもの、
または変形や摩耗
の著しいものは使
用しないでくださ
い。

●作業前には必ず作業開始前の点検
を行ってください。
（クレーン等安全規則第220条）

Ｐ.49「縦吊用無傷クランプＮＥ型の
点検マニュアル」に従ってください。

（２）
取り付けスリング（チェーン、ワイヤ、
金具、シャックル等）については、
「玉掛け用具の点検」（右欄注意事項参
照）に従って行ってください。

●法定資格のない人は、絶対にクレ　
ーン操作、玉掛け作業をしないで
ください。
（クレーン等安全規則第221条・　
第222条）

19

危　険

危　険

玉掛け作業に従事する作業者は、作業
内容に応じた資格を有すること。
（資格証の確認）

（1）
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作業手順　　　　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　図解

（
１
）
形
式
選
定
　
　
　
　
　
　
（
２
）
作
業
開
始
前
の
点
検
　

（
３
）
ク
ラ
ン
プ
の
取
り
付
け
　
１

●作業方法に適合しないクランプは使　
用しないでください。

吊上げ方法　
吊点数
取り付け位置

を決定　

締付ハンドル〔14〕を左へ回してクサ
ビ〔10－1〕を本体内に収納し、吊荷
の差し込みが可能な幅になるまで開口
部を開く。

（５）クランプ作業の手順
玉掛け作業にクランプを使用するときは、正しい手順に従って使用してください。

20

Ｐ.49「7．縦吊用無傷クランプＮＥ型
の点検マニュアル」を参照

締付ねじ〔8－1〕の上端に締付ハンド
ル〔14〕を取り付ける。

ロックハンドル〔11－2〕を本体の
「開」表示まで右へ回して、ロック装置
〔11〕を開放する。（ストッパーカム
〔6－1〕は本体内に収納される）

●取扱説明書および、注意タグまたは注意銘板の内容を熟知しない人は使用しないでください。
●玉掛け作業以外には、使用しないでください。

締付ハンドルの
取り付け

ストッパーカム
用ロック装置を

開放

縦吊用無傷
NE型クランプ

作動確認

危　険

危　険

（ ）

q

w

e 開口部を開く

吊荷の重量　
取り付け部分の板厚
〔P.16～18〕

を確認（ ）

q

w

e
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作業手順　　　　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　図解

（
３
）
ク
ラ
ン
プ
の
取
り
付
け
　
２

●吊荷のつかみ部に、油、塗料、スケ　
ール、サビ等の付着物がある場合は、
きれいに取り除いてください。

クランプする部分の状態

クサビ〔10－１〕を上にして、吊荷に
クランプを差し込んでください。

●クランプの取り付けは、2個以上の
クランプでバランスを保つ位置に取
り付け、吊荷の安定を図るようにし
てください。

●クレーンの巻き上げ・巻き下げ時
に、ロック装置がスリング、吊環、
吊荷等に当たらない位置にクランプ
を取り付けてください。

取り付け位置の
確認

スリング角度の
確認

深く差し込む

●2点吊の場合、掛け幅角度は20゜
以内。

●4点吊の場合、クランプが対向する
対向角度（θ3）は60゜以内、並行
する掛け幅角度（θ4）は20゜以内。

●吊荷に開口部の奥が当たるまで、ク
ランプを差し込んでください。

危　険

危　険

危　険

r

t

y

r

t

y

θ4

注　意



4-5-3

M-4

作業手順　　　　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　図解

（
３
）
ク
ラ
ン
プ
の
取
り
付
け
　
３

吊環〔2〕に力が掛からないようクレー
ンを巻き下げ、スリングを十分たるま
せる。

締付ハンドル〔14〕を右へ回して、締
付ねじ〔8－1〕を締め付ける。
クサビ〔10－4〕が本体内よりせ
り出し、吊荷に密着する。

そのまま締付ハンドル〔14〕を回し続
けると、1段目の締付力が働く。さらに
締付ハンドルを回し続けて、締付ハン
ドルが少し重くなったところをなお回
し続けると、押しばね〔9〕が働いて2
段目の締付力が働き、クサビが吊荷を
一層締め付ける。

●締付ねじ〔8－1〕の締付力が不十
分な場合、※ストッパーカム〔6－1〕
が作動する場合があります。
ストッパーカムが働くと、吊上げ後
の吊荷に傷が付きますので、締付ね
じは十分に締め付けてください。

※ストッパーカムは、ストッパーカム
用ロック装置をセットしないと作動
しません。

締付ねじを締める

22

2段目の締付力が働く時点の
締付トルク

0.5ｔ　　100kg・cm以上

1ｔ　　　100kg・cm以上

2ｔ　　　150kg・cm以上

3ｔ　　　200kg・cm以上

5ｔ　　　250kg・cm以上

危　険

u

i

取り付け位置の
確認

u

i

（ ）



4-5-4

M-4

作業手順　　　　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　図解

（
３
）
ク
ラ
ン
プ
の
取
り
付
け
　
４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
引
き
起
こ
し
・
巻
き
上
げ
１

●締付ハンドルを取り付けたまま吊上
げを行うと、吊環と干渉し、危険な
状態となることがあります。

ロックハンドル〔11－2〕を本体の
「閉」表示まで左へ回してロック装置
〔11〕をセットする。

●クレーンの巻き上げ・巻き下げは、
静かに丁寧に行ってください。

23

●本体両側の「締め付け確認穴」にあ
る締付ねじガイド〔1－2〕が、
「締め付け確認穴」の上端に当って
もなお強く締め付けてください。
この締付ねじガイドが「締め付け確
認穴」の下方や中間にある場合は、
締め付けが不十分なため吊上げをし
ないでください。

●ロック装置付きのクランプを使用す
る場合は、必ずロックを掛けて使用
してください。

●締付ねじ〔8－1〕を締め付ける時　
は、吊環に力が掛からないようにし
てください。
吊環に力が掛かっていると、クサビ
〔10－1〕が十分に作用しません。

ストッパーカム用
ロック装置をセット

締付ハンドルを
取り外す

クレーンを
巻き上げ

危　険

危　険

注　意

危　険

注　意

o

!0

!1

o

!0



4-5-5

M-4

作業手順　　　　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　図解

（
４
）
引
き
起
こ
し
・
巻
き
上
げ
　
２
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）
運
搬

●クレーンで巻き上げる時、吊環に荷　
重が掛かった時点で一旦停止して、
次の項目の安全確認を行ってください。
・対向角度60゜以内
・掛け幅角度20゜以内
・（Ｐ.68機種別吊角度表参照）
・クランプの差し込み深さ　
・ロック装置
・締付ハンドルの取り外し

静かに、丁寧に

●吊上げ、反転作業に伴う引き起こし
作業中、クランプに荷重が完全に掛
かるまでの状態は危険です。

一旦停止

安全確認

巻き上げ再開

24

吊荷姿勢確認

吊荷姿勢よし

吊上げ・運搬

バランスが
悪い 作業を中止

Ｐ.20手順qに
戻ってやり直す 巻き下げ

危　険

危　険

!2

!5

!6

!3

!4

!7

!2

!3

!4

!7

●人の頭上を通過させないでください。
●吊上げ・運搬中や反転作業中には、
吊荷の落下・転倒範囲内に立ち入ら
ないでください。（クレーン等安全規
則第28条・第29条）

●吊荷やクランプに衝撃荷重が働くよ
うなクレーン操作はしないでください。

危　険

禁 止�



4-5-6

M-4

作業手順　　　　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　図解

（
６
）
巻
き
下
げ
・
取
り
外
し

●着地前に一旦停止して、次の事項を
確認してください。
・吊荷の傾き、転倒しないこと。
・着地場所とその周辺の安全確保

静かに、丁寧に

クランプに荷重が掛かっていないこと
を確認後、ロックハンドル〔11－2〕
を本体の「開」表示まで右へ回して、
ロック装置を開放する

締付ハンドル〔14〕を締付ねじ〔8－
1〕の上端へ差し込み、左へ回してクサ
ビ〔10－1〕を本体内に収納し、開口
部を開く。

●開放が不十分な場合、吊環を引いた
時にクサビが吊荷を再度クランプす
ることがあり危険です。

クレーン巻き下げ

着地前に一旦停止

着地前安全確認

25

安全確認

巻き下げ再開

ストッパーカム用
ロック装置を開放

開口部を開く

クランプに荷重が掛からなくなるまで、
クレーンを巻き下げる

バランスが悪い

安全対策施行

危　険

危　険

!8

@1

@2

!9

@0

@3

@4

@2ー1

!9

@3

@4

@2ー2



4-5-7

M-4

作業手順　　　　　　　　　　確認事項　　　　　　　　　　図解

（
７
）
手
入
れ
・
保
管

●クランプの可動部、カム等にかみ込
んだ塗料・汚泥等を除去してください。

本体を持って吊荷から外す。

●クランプの回転部分（ピン回り）・
スプリング等、摺動部に必ず注油し　
てください。

●クランプは、必ず室内に保管してく
ださい。

クランプ取り外し

注油

所定の場所へ
保管

26

次の作業のために
P.20（1）に戻る

危　険

注　意

@5

@7

@8

@6

@5

@7

注油箇所は分解
構造図（P.13）
をご参照くださ
い。



５．使用上の注意事項
クランプによる事故の大半は、玉掛け作業時の誤った作業方法に
よるものです。作業者は正しい使用方法を習得し、安全な作業を
しなければなりません。

17 18

θ4

θ4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置
17 18

α�

β�

θ3θ4

M-4

（
１
）
１
点
吊
厳
禁

●２個以上のクランプを使用する場　
合、クランプは同じ型式（基本使用
荷重、開口寸法）のものを使用して
下さい。

２個以上のクランプを使用すること。 １点吊では重心
を吊上げても荷
ぶれを生じやす
く、クランプが
外れやすく危険
です。

27

（注）４点吊の場合、JIS.ISOと同じく
対角方向の最大角度を吊角度（α）
とし、対角方向の外角を（β）と
します。

指 示�

指 示�

指 示�

指 示�

危　険

●１点吊でクランプを使用しないで
ください。
●重心を正しく出し、２個以上のク
ランプで重心をはさむ位置にクラ　
ンプを取り付け、吊荷の安定を図　
ってください。
●クランプの対向角度（θ3）は、60゜
以内、掛け幅角度（θ4）は、20゜
以内としてください。クランプの　
型式による制限角度について
「Ｐ.68機種別スリング角度表」を
参照ください。

危　険

5-1



17 18

（
３
）
ス
ト
ッ
パ
ー
カ
ム
用
ロ
ッ
ク
装
置
を
掛
け
る

5-2

M-4

確認および使用方法 理由項目

（
２
）
転
倒
範
囲
内
立
入
禁
止

注意事項・処置

●吊上げ運搬作業中や反転作業中に　
は、吊荷の落下・転倒範囲内に立ち
入らないでください。
●絶対に人の頭上を通過させないでく　
ださい。

●反転作業や運搬作業に使用するクラ
ンプはロック装置付のものを使用し、
必ずロックを掛けて使用してくださ
い。（自動ロッククランプも同様。）

クランプは構造
上 、 反 転 作 業
中・着地時等に
おいてクランプ
力が減少する特
性を持っている
ので、落下・転
倒範囲内に立ち
入ることは危険
です。

28

「クレーン等安全
規則第28条・第
29条」参照。

スプリングの伸
びたものや、壊れ
たものは使用し
ないでください。

必ずクランプに
適合した純正ス
プリングと交換
して使用してく
ださい。

ストッパーカム
の歯先の摩耗状
態のチェックを
して下さい。Ｎ
Ｅ型のストッパ
ーカムは一箇所
ないし二箇所の
摩耗がほとんど
です。

ロック装置を掛
けないともしも
部材が滑り出し
た場合、滑りを
止める事が出来
ません。

反転作業や連続
作業をするとき
には、特に危険
度が高くなりま
す。

17 18

禁 止�

指 示�

危　険

指 示�

危　険



17 18

17 18

（
５
）
勾
配
部
材
の
吊
上
げ
厳
禁

5-3

M-4

確認および使用方法 理由項目

（
４
）
ク
ラ
ン
プ
を
確
実
に
差
込
む

注意事項・処置

●クランプを吊荷に差し込む場合、開
口部の奥まで一杯に差し込んで使用
してください。

●吊荷のクランプ部に勾配のある部材
には使用しないでください。

差し込みが不十
分だと外れる危
険があります。

ストッパーカム
の機構が作動し
ません。

型式によっては赤
目印や突起目印で
吊荷を差し込むべ
き位置を明確にし
ているものがあり
ます。この場合、
この目印より奥に
差し込まれている
ことを確認してか
ら巻き上げてくだ
さい。

最大開口寸法の
1/4以下の板厚に
使用する場合、引
き起し時に吊荷が
ずれることがあり
ます。

29

吊荷にクサビが密
着せず、締付力が
不足して吊荷が滑
落する危険があり
ます。

隙間が大きく危険
ストッパーカムが作動しない。

浅い

危　険

危　険

禁 止�

指 示�

禁 止�

作業に適したクラ
ンプを使用してく
ださい。



5-4

M-4

確認および使用方法 理由項目

（
６
）
湾
曲
材
の
吊
上
げ
禁
止

注意事項・処置

●湾曲部材の吊上げには使用しないで
ください。

吊荷にクサビが
密着せず、締付
力が不足して吊
荷が滑落する危
険があります。

（
７
）
油
等
付
着
材
の
吊
上
げ

作業に適したク
ランプを使用し
てください。

ただし、吊上げ
た状態で円周方
向が横方向にな
る場合の半径が
1m以上の部材、
または円周方向
が縦方向になる
場合の半径が2
m以上の部材に
ついては吊上げ
が可能です。

ストッパーカム・
クサビ・開口部
の内側に塗料・
油等が付着する
と、滑りを生じ
やすく、吊荷を
落下させる原因
となります。

塗装された吊荷
を吊上げる場合、
ストッパーカム
の歯が新しいク
ランプを使用し
てください。

危　険

●吊荷に油・塗料・さび、スケール等
の付着物がある場合はよく取り除い
てから使用してください。

注　意

19
20�
�

きれいにふいてから取り付ける

滑る

油

禁 止�

30

円周方向：縦�

円周方向：横�

禁 止� 指 示�

指 示�

半径2m
未満

半径2m
以上

半径1m未満 半径1m以上

禁 止�



19
20�
�

19
20�
�

（
９
）
吊
荷
へ
の
同
乗
厳
禁

●クランプで吊った荷に、人は乗らな　
いでください。また、人の乗る用途　
には、絶対に使用しないでください。

クレーン等安全
規則第26条「事
業者はクレーン
により、労働者
を運搬しまたは
労働者を吊上げ
て作業させては
ならない。」

5-5

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●吊荷やクランプに衝撃荷重が働くよ
うな使い方をしないでください。

（
８
）
衝
撃
荷
重
禁
止

衝撃荷重が作用
すると、クラン
プの主要部であ
るリンク機構が
損傷し、クラン
プとしての機能
を果たすことが
できなくなるの
で注意してくだ
さい。
又部材の滑りの
原因になります。

作業周辺のスペ
ースを十分確保
してください。

形鋼・鉄骨等の
構造物の反転時
には特に注意し
てください。

31

●一度衝撃荷重が掛かったクランプは
使用禁止です。

危　険 危　険

危　険

禁 止�

禁 止�



19
20�
�

5-6

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●鋼矢板を打ち込む際の共下がり防止
等に、クランプを使用しないでくだ
さい。
●クランプで、地球吊をしないでくだ
さい。

（

）
地
球
吊
禁
止

オーバーロード
により、クラン
プの破損や吊荷
の落下の原因に
なります。

共下がり防止に
は、専用治具を
使用ください。

架台を一緒に吊
上げたりしない
でください。

固定接続ボルト
が開放されてい
るか確認してく
ださい。

32

危　険

禁 止�

10

19
20�
�

（

）
吊
上
げ
中
の
ロ
ッ
ク
開
放
厳
禁

●吊荷を吊上げ中に、クランプのロッ
クを開放しないでください。

着床と同時に吊
荷からクランプ
が外れる危険が
あります。

11

禁 止�

危　険



19
20�
�

5-7

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●クランプでつかんだ状態で、吊荷を
引きずるような作業をしないでくだ
さい。

（

）
引
き
ず
り
作
業
禁
止

吊荷を引きずる
と、振動により
瞬間的に無負荷
状態ができるた
め、その場合ク
ランプ力が低下
し、吊荷が滑る
危険があります。

転倒時の衝撃に
より、クランプ
に衝撃荷重が掛
かり、破損や転
倒事故の原因と
なります。

33

12

禁 止�

危　険

●吊上げ・運搬・巻き下げ時には、ク
ランプや吊荷を他の物に接触させな
いでください。

（

）
他
の
物
へ
の
接
触
禁
止

クランプや吊荷
が他の物に接触
したり、つかえ
たりすることで、
吊環に作用する
吊荷重が小さく
なり、吊荷をつ
かむ力がなくな
り、吊荷が落下
する危険があり
ます。

13

危　険

クランプが当たる

スライドさせて降ろす

禁 止�

禁 止�



222

5-8

M-4

確認および使用方法 理由項目

（

）
ク
レ
ー
ン
操
作
上
の
注
意
　
q

注意事項・処置

●クランプで吊荷を吊ったまま、クレ　
ーン（巻き上げ機等）の運転位置か
ら離れないでください。

●クレーンの巻き上げ・巻き下げは、
静かに丁寧に行ってください。

長時間にわたり
吊荷重が掛かっ
ていると、クレ
ーンおよびクラ
ンプを含む、吊
治具全てに悪影
響を及ぼします。

「クレーン等安全
規則第32条」参照

乱暴なクレーン
操作をすると振
動や衝撃により、
吊荷の位置ずれ
や落下等の危険
があります。

34

14

22

禁 止�

注　意

注　意

（1）

（2）

指 示�



5-9

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●2台のクレーンを使用して１つの吊
荷の吊上げ・運搬を行うことは大変
危険です。（2台のクレーンを同時に
操作できる、制御装置のない場合）

2台のクレーンを
別々に操作する
とタイミングが
合わず、吊荷が
傾き、クランプ
が外れて、吊荷
が落下する危険
があります。

（

）
ク
レ
ー
ン
操
作
上
の
注
意
　
w

14

危　険

（

）
横
つ
か
み
の
禁
止

構造上、吊上げ
に必要なクラン
プ力が得られま
せん。

吊環とクランプ
開口部との間の
回転モーメント
によってクラン
プが回転して簡
単に外れる。

吊環が曲がった
りクランプ開口
部の角が損傷す
る等の原因にな
ります。

吊上げ運搬中や
むを得ずクラン
プの吊上げ方向
が変わる場合は、
吊ピースまたは、
ねじ式クランプ
（ＳＢ型・ＳＢＢ
型・SAR型（無
傷タイプ））を使
用ください。

15
22

●クランプの吊環が作用しない方向へ
の横つかみを行わないでください。
●クランプで、次のような吊方には使
用しないでください。
（重ね吊、当て物吊、段吊、共吊、
および横つかみ吊）

曲がる

滑る

開口部損傷

禁 止�

危　険

SB型

SBB型

SAR型

35

禁 止�

（3）



22

●異形材の着地時には、必ず倒れ止め
を使用してください。

反転時の着床方
向が決まらず横
転の危険があり
ます。

5-10

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●異形材の吊上げ・運搬には、必ず２　
個以上のクランプを使用し、偏荷重　
に十分注意してください。

（

）
異
形
材
の
取
り
扱
い

吊荷の振れによ
り位置ずれや、
クランプが外れ
る危険がありま
す。

吊ピースまたは
ねじ式クランプ
（ＳＢ型・ＳＢＢ
型・SAR型（無
傷タイプ））で２
点吊を行ってく
ださい。

36

16

禁 止�

危　険

指 示�

危　険

（1）

（2）



22

5-11

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

（

）
薬
品
中
で
の
取
り
扱
い

クランプの本体
を始め主要部分
が腐食し、クラ
ンプの強度・機
能が低下すると
ともに、腐食割
れの原因となり
ます。

専用の特注クラ
ンプを使用して
ください。

詳細は当社営業
所にご相談くだ
さい。

37

●酸、アルカリ等の溶液中、および雰
囲気中で使用しないでください。

17

酸、アルカリ等

注　意

禁 止�

22

（

）
水
中
で
の
使
用

●水中に出入りする吊荷の玉掛け作業
には、十分注意してください。

海中または河川
等で、水中に出
入りする吊荷や、
水中にある吊荷
を扱う場合、
・浮力による吊
荷重の変化

・流れによる吊
荷の安定性

・水中での吊荷
状態

等が確認できな
いため、十分な
注意が必要です。

川のせき止め等
のために、クラ
ンプで吊上げた
荷を川の流れの
中に入れる場合
も、流れによる
抵抗や浮力によ
り、瞬間的に過
負荷や無負荷状
態が発生し危険
であるため、こ
のような作業は
絶対にしないで
ください。

18

注　意

禁 止�



22

22

（

）
吊
荷
の
硬
度

●脆性材・高硬度材等の、硬さの著し
く高いものには使用しないこと。
●吊荷の硬さや強度が著しく低いもの
には使用しないこと。

硬さが著しく高
いと、ストッパ
ーカムの歯がく
い込まないため
滑りの原因とな
り危険です。

硬さや強度が著
しく低いと、ク
ランプ力で吊荷
をくい切ったり、
吊荷が自重で破
断したりして危
険です。

吊荷の使用可能
材料：硬度
ＨＶ85～ＨＶ
320までの鋼材
および非鉄金属。

やむを得ずＨＶ
320以上の材料
に使用する場合
当社営業所にお
問い合わせくだ
さい。

20

5-12

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●気温が－20℃以下になる寒冷
地等での玉掛け作業に使用しな
いでください。

（

）
使
用
温
度

ク ラ ン プ の 本
体・クサビ・ス
トッパーカムが
軟化し、本体強
度・くい込み機
能の低下により、
本体破損・落下
事故の原因とな
ります。

150℃以上とな
ることが避けら
れない場合、当
社営業所にご相
談ください。

38

高
　
温

低
　
温

●クランプの温度が150℃以上に
なるような高温物の玉掛け作業
に使用しないでください。

低温においては、
クランプの主要
部材の耐衝撃値
が極端に低下す
るので、クラン
プの強度が低下
し、破損の原因
となります。

－20℃以下とな
ることが避けら
れない場合、当
社営業所にご相
談ください。

高温

歯が立たない

脆性材・高硬度材

19

注　意

注　意

禁 止�

禁 止�

危　険



5-13

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●吊荷から取り外したクランプが、再
度吊荷を引掛けたり、隣接の部材に
当たらないよう取り扱ってください。

（

）
取
り
外
し
後
注
意

作業終了後クレ
ーンを巻き上げ
たとき、吊荷や
隣接する形鋼等
を引っ掛け、転
倒事故を引き起
こす危険があり
ます。

倒れ止め処置対
策を講じてから
クランプを外し
てください。

21

39

禁 止�

危　険

指 示�倒れ止めの処置

29

（

）
重
ね
吊
禁
止

●２枚以上の重ね吊や、当て物吊を行
わないでください。

重ね吊や当て物
吊を行うと、ク
ランプ力が直接
吊荷に作用しな
いことと、万一
の場合にストッ
パーカムが吊荷
をクランプする
ことができず、
わずかな衝撃や
振動で滑りが生
じ、吊荷を落下
させる危険があ
ります。

クランプを使用
する玉掛け作業
では、吊荷は、
１枚または１本
ずつ吊上げてく
ださい。

22
禁 止� 禁 止� 禁 止�

危　険



29

（

）
鋼
管
の
縦
吊
禁
止

●鋼管等の丸い吊荷には絶対に使用し
ないでください。

作業に適合した
クランプを使用
してください。

但し、直径2m以
上の大径鋼管に
ついては、ご相
談ください。

5-14

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●段吊や共吊を行わないでください。

（

）
段
吊
・
共
吊
禁
止

段吊は作業者が
吊荷の下に入る
ことになり危険
です。

共吊はクランプ
が接触して、吊
荷が外れる危険
があります。

クレーンフック
１個から２枚以
上の鋼板等を吊
ることはしない
でください。

23

40

段吊

共吊

24

危　険

危　険

禁 止�

クサビが
接触しない

禁 止�

禁 止�

禁 止�

吊荷にクサビが
密着せず、締付
力が不足して吊
荷が滑落する危
険があります。



29

（

）
高
所
お
よ
び
強
風
時
の
使
用

25

5-15

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●高所での玉掛け作業、特に風の強い
場合はクランプを使用しないでくだ
さい。

高所では地上よ
りも風が強く、
吊荷が風にあお
られ荷ぶれや衝
突を引き起こし、
バランスを崩し、
吊荷を落下させる
原因となります。

地上における風が
あまり強くない場
合でも、高所では
予想外の強い風が
あるので作業は十
分注意してくださ
い。

「クレーン等安全
規則第31条の２」
参照

41

禁 止�

危　険

29（

）
鋼
矢
板
等
の
吊
上
げ

●鋼矢板等の長尺物の吊上げ・運搬に　
は、専用クランプを使用してくださ　
い。
●鋼矢板等の引き抜き作業には、専用
クランプを使用するか、作業に適合
したクランプを使用してください。

鋼矢板の端部は
形状が複雑なた
め、つかみ部に
適合したクラン
プでないと外れ
ることがあり危
険です。

打ち込まれた鋼
矢板等を引き抜
く場合には、オ
ーバーロードと
なりクランプが
変形したり破損
したりすることが
あり、危険です。

鋼矢板等の長尺
物を吊下げ着地
する場合、着地
時の安定が悪く
クランプが外れ
ることがあり、
危険です。

ねじ式クランプ
ＳＢＢ型を使用
してください。
（ＳＢＢ型は無傷
クランプではあ
りません。）

26

ＳＢＢ型

指 示�禁 止�

危　険



29

29

（

）
取
付
ス
リ
ン
グ
と
の
接
続
方
法

●クランプに使用するスリングは、玉
掛け作業に適合したものを使用して
ください。

１本のチェーン
スリング、ワイ
ヤロープに２個
のクランプを取
り付けて使用し
ないでください。
スリングに滑り
が生じたとき、
吊荷の傾きと衝
撃力で予想以上
の荷重が作用し、
チェーンスリン
グまたはワイヤ
ロープやクラン
プを損傷させる
とともに、吊荷
を落下させるこ
とにもなり危険
です。

「クレーン等安全
規則第213条」
参照

5-16

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●油圧ショベルで使用する場合、直接
爪に引掛けて使用しないでください。

（

）
油
圧
シ
ョ
ベ
ル
で
の
吊
上
げ

バケットの爪に
チェーンスリン
グ等を引掛けて、
玉掛け作業をす
ることは出来ま
せん。

「労働安全衛生規
則第164条」お
よび、「労働基準
局 通 達 基 発 第
542号」を厳守
して使用してく
ださい。

27

42

28 ２個のクランプを使用する場合、必ず
２本のチェーンスリングまたはワイヤ
ロープを使用してください。

禁 止�

注　意

禁 止� 指 示�

危　険

q

(1)



29

シャックル
を用いる

5-17

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●クランプに直接チェーンスリング、
またはワイヤロープを取り付けて使
用しないでください。

（

）
取
付
ス
リ
ン
グ
と
の
接
続
方
法

吊環にチェーン
スリングまたは
ワイヤロープを
直接差し込んで
使用した場合、
吊環の角でチェ
ーンスリングま
たはワイヤロー
プが著しく損傷
します。

接続金具は、玉
掛け作業に適合
したものを使用
してください。

43

接続金具の使用

カップリング

28

指 示� 指 示�

注　意

禁 止�

（

）
天
秤
の
使
用
に
つ
い
て

●長尺物を吊る場合、天秤を使用し
クランプの取り付け角度を垂直状態
に近づけてください。

天秤を使用せず
長尺物を吊ると、
吊角度が大きく
なり、クランプ
の取り付け角度
も大きくなるた
め、危険です。

天秤を使用すれ
ば、クランプの
取り付け角度が
垂直状態に近く
なり、くわえ深
さも深くでき安
全です。

天秤の構造・基
本使用荷重に注
意してください。

29
吊幅が大きい場合

20°以上

指 示� 禁 止�

危　険

q

w

(2)

(1)



（

）
ク
ラ
ン
プ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

●クランプを投下したり、引きずった
りしないでください。

衝撃によりクラ
ンプの本体およ
びロック装置が
破損し、作動不
良の原因となり
ます。

5-18

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●天秤を使用し多点吊をする場合、
スリングに注意し偏荷重にならない
ようにしてください。

（

）
天
秤
の
使
用
に
つ
い
て

多点吊の場合、
偏荷重や取り付
けスリング長の
不均一により、
特定の吊点に荷
重が集中し、オ
ーバーロードに
よる破損・落下
の危険がありま
す。

剛性の小さい吊
荷で、長さに比
べて吊点数が少
ない場合、吊荷
がたわみクラン
プがこじれて外
れる危険があり
ます。

29

44

多点吊の場合

30

禁 止� 指 示�

危　険

注　意

禁 止�

禁 止�

w

(2)



5-19

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●クランプ、および付属品の改造は、
絶対にしないでください。
●クランプ、および付属品に溶接、
加熱などをしないでください。

（

）
ク
ラ
ン
プ
の
改
造
禁
止

加熱によってク
ランプの材質が
組織変化をおこ
し、硬くなって
もろくなり、破
損の原因となり
ます。

45

31

危　険

禁 止�

禁 止�

（

）
荷
を
吊
っ
た
ま
ま
で
の
溶
接
禁
止

●荷を吊ったまま溶接作業をしないで
ください。

アースが不完全
な場合ストッパ
ーカム、クサビ
等の、部品およ
びチェーンスリ
ング、ワイヤロ
ープの損傷の原
因となります。

やむを得ず溶接
作業を行う場合
は、絶縁フック
等を使用し、ア
ースを完全に取
り、漏電を防止
してください。

32

禁 止�

危　険
絶縁フック：ＩＨ型



必ず作業開始前
の点検を実施し
てください。
異常が認められ
た場合は使用禁
止とし、分解点
検を行い部品の
手入れ・交換を
するか、メーカ
ー（またはメー
カー指定の場所）
に送付し、修理
しなければなり
ません。

点検基準等の詳
細は、P.49「7.
縦吊用無傷クラ
ンプNE型の点検
マニュアル」を
参照ください。

5-20

M-4

確認および使用方法 理由項目 注意事項・処置

●クランプを取り付けたまま、ショッ
トブラスト等の作業をしないでくだ
さい。

（

）
シ
ョ
ッ
ト
ブ
ラ
ス
ト
の
禁
止

クランプやチェ
ーンスリング、
ワイヤロープが
損傷し、危険な
状態になります。

46

禁ショット
ブラスト装置

33
禁 止�

危　険

●ストッパーカムの歯が摩耗・目詰り
・欠落した物や、ロックスプリング
のききの悪いクランプは使用しない
でください。

（

）
整
備
不
良
ク
ラ
ン
プ
の
使
用
厳
禁

引き起こし作業
や着床時で吊荷
重が小さくなっ
た時にグリップ
力がなくなり、
吊荷が滑り落ち
る危険がありま
す。

34
禁 止�

危　険

●本体間隔の開き・減少や、本体のゆ
がみ、ガイド溝の摩耗等本体に異常
があるクランプは使用しないでくだ
さい。

危　険

本体に異常があ
ると、締付ねじ
ガイドが締め付
け確認穴から外
れる等、作動不
良を起こし、吊
荷が滑り落ちる
危険があります。

禁 止�

本体間隔の開き・減少

目詰り

開き

減少



5-21

M-4

確認および使用方法 理由項目

（

）
ユ
ー
ザ
ー
登
録
の
お
願
い

注意事項・処置

●保守管理のための大切なデーターと
なりますので、必ずユーザー登録を
行ってください。

ユーザー登録が
されていないた
め、点検や点検
の御案内ができ
ず、クランプの
整備不良で事故
が発生した事実
があります。

保証書に添付さ
れている「保証
書発行確認書」
に必要事項をご
記入の上、必ず
弊社までご返送
ください。

料金受取人払い
となっておりま
すので、差出有
効期限が過ぎて
いても弊社に届
きますので、そ
のまま投函して
ください。

35
指 示�

危　険

47



48 M-4

６．保守、保管について
作業終了後は次の作業に備え、下記の要領で手入れを行い指定
の場所に保管しなければなりません。

項目 手入れの箇所 手入れの方法 注意事項

（
１
）
付
着
物
の
除
去

（
２
）
注
油

（
３
）
保
管
場
所

布およびワイヤブ
ラシで除去してく
ださい。

乾燥した塗料はタ
ガネ等で除去して
ください。

マシン油を差し、
ストッパーカム部
の油をきれいにふ
き取ってくださ
い。
注油箇所は分解構
造図（P.13）を
参照してくださ
い。

除去不能の場合ス
トッパーカムを交
換してください。

ストッパーカム部
に油が付着してい
ると、滑ることが
あり危険です。

屋外に放置したり
気温変化の大きい
場所では雨・結露
により、錆び等が
発生し、十分な機
能を確保できなく
なります。

廃棄すべきクラン
プは本体にその由
を表示するととも
に、別の場所に移
し、すみやかに廃
棄してください。

●回転部分（ピン回り）ガイド溝等の　
摺動部に注油してください。

●可動部・ストッパーカムにかみ込ん
だ塗料・汚泥等の除去。

●保管場所は必
ず室内として
下さい。

●故障等により修　
理が必要なクラ
ンプは別の場所
に保管し、誤っ
て使用されない
ようにしてくだ
さい。

危　険

注　意

注意

危険

7



７．縦吊用無傷クランプＮＥ型の点検マニュアル
（１）目的

このマニュアルはクランプを正しく使用し、より安全を図るため、作業開始前の点検
および定められた時期に点検を行い、事故を未然に防ぐことを目的とした点検指針と
して規定しています。

（２）適用範囲
玉掛け用吊具として使用するクランプの点検について規定しています。

（３）点検の種類
●日常点検（作業開始前の点検）
玉掛け作業者は、作業開始前に必ず点検を行わなければならない。
（参考：クレーン等安全規則　第220条「作業開始前の点検」）

●定期点検（保守契約制度もあります。）
・月例点検
外観・機能の目視による点検を行い、異常が認められた場合は使用禁止とする。

・年次点検
年に一度期日を定め、定期的に分解点検を行い、点検者はその時期および点検
内容を記録・保管しなければならない。

（参考：クレーン等安全規則　
第217条「不適確なフック・シャックル等の使用禁止」）

（４）点検要領および処置
●日常点検・月例点検
クランプの外観（特に歯の摩耗）および機能を点検して下さい。
月例点検の場合、異常が認められない場合は「点検済み」の表示をして下さい。
異常が認められた場合は使用禁止とし、分解点検を行い、部品の手入れ・交換をす
るか、メーカー（またはメーカー指定の場所）に送付し修理しなければなりません。
部品交換基準は、別表の「判定基準」に従って下さい。

●年次点検（保守契約制度もあります。）
外観・機能のみでなく分解点検を行い、異常が認められない場合は「点検済み」
の表示をして下さい。
異常が認められた場合は使用禁止とします。処置は日常点検・月例点検に準じます。

49 M-4
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（５）保守点検時の注意事項
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確認・注意事項

１． ●保守点検は、事業者が定めた専門知識のある人が
行ってください。

イーグル・クランプでは、点検講習を受講された適
格者に、保守点検講習修了証を発行しています。

2． ●保守点検で異常があったときはそのまま使用せず、
ただちに補修または廃棄してください。

点検で使用不可能と判断した製品には、使用禁止札
を取り付けています。

3． ●当社製純正部品以外は、絶対に使用しないでくだ
さい。

純正部品以外の部品の使用による、事故および故障
については、補償の対象外となります。

4． ●保守点検、修理をするときは、点検作業中の表示
（『点検中』等）を必ず行ってください。

5． ●保守点検、修理をするときは、必ず空荷（吊荷が　
ない）の状態で行ってください。

作業中の保守点検、修理は危険です。安全な場所で
行ってください。

危　険

危　険

危　険

注　意

注　意

保守点検講習終了証�



（６）点検個所
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●日常点検（作業開始前の点検）………原則として非分解点検
●定期点検（月例）………………………原則として非分解点検（点検シールを貼る）
●定期点検（年次）………………………分解点検を行う（点検シールを貼る）

同左
クラック・錆がないこと

同左
各部がスムーズに作動すること

同左
ピン穴・接触部の摩耗がないこと

同左
ピン穴の摩耗がないこと

同左
傷がないこと

同左
ピン穴の摩耗がないこと

同左
傷がないこと

同左
ピン穴の摩耗がないこと

同左
ピン穴の摩耗がないこと

同左
曲がり・傷がないこと

同左
押しばねとの接触部分が変形しないこと

同左
圧縮力の減少がないこと

同左

同左
ロックでカムが下がること

同左

同左
傷がないこと

同左

基本使用荷重の表示内容が確認できること

吊環・リンク・カム等の連動機能が
スムーズなこと

変形・割れ・亀裂・口の開きがないこと

変形・摩耗・曲がりがないこと

変形・曲がりがないこと

変形・摩耗・割れがないこと

変形・曲がり・ナットのゆるみや脱落・
ロールピンの変形や脱落がないこと

摩耗・亀裂・欠け・歯の目詰まりがないこ
と・作動レバーとの連動がスムーズなこと

変形・摩耗・曲がりがないこと

変形・摩耗がないこと・ロールピンの変
形や脱落がないこと

ねじ山の摩耗・傷
ねじ本体の曲がり・割れ

ねじれ・伸び・変形・錆・折れがないこと

変形・亀裂がないこと

変形・曲がりがないこと
ロック状態がスムーズなこと

ねじれ・伸び・変形・錆・折れがないこと

変形・曲がり・ナットのゆるみや脱落・
ロールピンの変形や脱落がないこと

変形による操作不能がないこと

外観（全体）

全体機能

本体

吊環

吊環ピン

押さえリンク

押さえリンクボルト

ストッパーカム

ストッパーカム
作動レバー

カムピン

締付ねじ

押しばね

開口調整用クサビ

ストッパーカム用
ロック装置

ロックスプリング

本体ボルト

締付ハンドル

0-1

0-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

点検内容
日常点検内容

作業開始前の点検 月例点検
定期点検内容点検個所NO．

年次点検
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点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

外
観
（
全
体
）

全
体
機
能

１．表示内容の確認
・型式
・基本使用荷重
・開口寸法
・定期点検済表示、
注意タグ、注意銘
板の確認

２．歯の目詰まり

３．ボルト・ナット・
ロールピンのゆる
み・脱落

１．吊環・リンク・カ
ムの作動がスムー
ズであるか

２．ロック装置は正常か

表示のないもの、不鮮
明なものは使用不可

全てがスムーズに作動
すること

目視で確認する

１．吊環を動か　
し、作動検　
査を行う

２．ロック装置　
の開閉を行　
う

作動がスムー
ズでない場合
は、分解点検
を行うこと

52

7-7-1（７）点検基準

ヒント…クランプの機能の簡単なチェック方法
・ロック装置のチェック
クランプを鋼板に差し込み、ロック装置をセットする。
クランプの基本使用板厚の最小、最大の鋼板でチェックする。

・カムの摩耗、クランプ力のチェック
ロック装置をロックした状態で、クランプの吊環を45～90°の角度で斜めに引き、クラ
ンプが開口部でこじられて滑らないかどうかをチェックする。

歯の目詰まりがないこと

ゆるみ・脱落のないこと

目視で点検する

目視で点検する

歯の目詰まり
は掃除をする

ゆるみがある
ものは締め付
ける

脱落のあるも
のは取り付ける

0-1

0-2

2.

3.

1.
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B－A≧
5
100

7-7-2

点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

１
　
本
体
（
２
ー
１
）

１．開口部の開き
・標点間隔の測定

奥行き100mmにつき
５mm以上は不可

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは廃棄

２．開口部の傷
１）ノッチ傷
２）摩耗

１）深さ２mm以上は
不可
開口部奥のノッチ　
傷は不可

２）２mm以上は不可

目視またはゲ
ージ・ノギス
等の測定具で
計測する

許容値を超え
るものは廃棄

３．本体間隔
１）開き
２）減少

基準寸法（P.12寸法
表を参照）

１）開き寸法はW１
（外寸）＋２mm以
上は不可

２）閉じ寸法はW２
（内寸）－２mm以
上は不可

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する
・開き寸法は
外寸を、
・閉じ寸法は
内寸を測定す
る

許容値を超え
るものは廃棄

４．本体のゆがみ ゆがみのないこと 目視により、
ゆがみの有無
を点検する

ゆがみのある
ものは廃棄

53

（１－１）

（１－１）

（１－１）

（１－１）

A

B

100

1）

2）

W１

W2



点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

１
　
本
体
（
２
ー
２
）

５．溶接部の欠陥
１）補強板　
２）カラー

６．本体ボルト穴の伸
び・摩耗

欠陥がないこと
・アンダーカット
・ブローオール
・割れ
・亀裂
・肉盛不良
・脚長不良

等

５％以上は不可
ｄ：基準寸法
Ｄ：測定寸法　

目視により、
欠陥の有無を
点検する

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

欠陥が１ヶ所
でもあるもの
は廃棄

許容値を超え
るものは廃棄

７．締付ねじガイド 変形、曲がりスプリン
グ接触面の摩耗

目視により、
欠陥の有無を
点検する

欠陥が１ヶ所
でもあるもの
は廃棄

８．カラー カラーの変形、亀裂の
ないこと

目視により、
欠陥の有無を
点検する

欠陥が１ヶ所
でもあるもの
は廃棄

（１－１・３）

（１－１）

（１－2）

（１－3）

7-7-3

M-454

吊環を作動させて動きの固いものは、本体のゆがみ、本体間隔の減少の恐れがあるので
点検すること。

Ｄ－ｄ
ｄ　　

5
100≧
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7-7-4

点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

２
　
吊
環

１．吊環の曲がり

２．吊環のねじれ

曲がり角度が10°以
上は不可

ねじれがあるものは不
可

目視またはゲ
ージ等の測定
具で計測する

目視にて、ね
じれの有無を
確認する

許容値を超え
るものは交換

ねじれがある
ものは交換

３．吊環の伸び・摩耗 ５％以上は不可 ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

４．吊穴の変形
１）ノッチ傷
２）摩耗

１）深さ２mm以上は
不可

２）２mm以上は不可

目視またはゲ
ージ・ノギス
等の測定具で
計測する

許容値を超え
るものは交換

５．吊環ピン穴の伸
び・摩耗

５％以上は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

（2）

（2）

（2）

（2）

（2）
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f－a
a

5
100≧

D－d
d

5
100≧

10°

クランプのロック装置をロックした状態で吊環を動かし、縦方向に２mm以上ガタが
ある場合は、分解点検を行うこと。

d D

ａ

ｆ

2）
1）



１．曲がり

点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

３
　
吊
環
ピ
ン

４
　
押
さ
え
リ
ン
ク
（
２
ー
1
）

２．摩耗

長さ100mmに対し、
曲がりが1.5mm以上
は不可

ピン径の減少が５％以
上は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

目視およびゲ
ージにて計測
する

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

許容値を超え
るものは交換

注油

１．押さえリンクの　　
傷・変形
１）ノッチ傷
２）亀裂
３）はくり

はくりのないこと 目視により、
はくりの有無
を点検する

はくりのある
ものは交換

注油

１）深さ２mm以上は
不可

２）、３）
亀裂・はくりがあ
るものは不可

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

目視で亀裂・
はくりの有無
を点検する

許容値を超え
るものは交換

亀裂・はくりが
１ヶ所でもあ
るものは交換

２．接触部の変形 1.5mm以上は不可 ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換
亀裂・はくり
のないものは、
ヤスリ・グラ
インダーで修
正可能

（3）

（3）

（3）

（4）

注油不足、およびオーバーロードのクランプは、吊環ピンの摩耗・はくりが多い。

7-7-5

M-456

d－D
d

5
100≧

1.5

100

D

d

A

1.5

A

３．はくり

dD

（4）
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7-7-6

点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

４
　
押
さ
え
リ
ン
ク
（
２
ー
２
）

３．吊環ピン穴の伸　　
び・摩耗

４．押さえリンクの板
厚の減少

５％以上は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

10％以上は不可
t：基準寸法
T：測定寸法

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

許容値を超え
るものは交換

５．溶接スリーブの板　
厚の減少

減少幅が1.5mm以上
は不可

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

６．溶接スリーブのピ
ン穴の伸び・摩耗

５％以上は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

７．溶接スリーブの溶
接部の欠陥

欠陥がないこと
・アンダーカット
・ブローオール
・割れ
・亀裂
・肉盛不良
・脚長不足

等

目視により、
欠陥の有無を
点検する

欠陥が１ヶ所
でもあるもの
は廃棄

（4）

（4）

（4）

（4）

（4）
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ｔ－Ｔ
ｔ　　

5
100≧

D－d
d

5
100≧

D－d
d

5
100≧

1.5

d D

d D

t
T

d

D



点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

５
　
押
さ
え
リ
ン
ク
ボ
ル
ト

１．曲がり

２．摩耗

長さ100mmに対し、
曲がりが1.5mm以上
は不可

ボルト径の減少が、
５％以上は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

目視およびゲ
ージにて計測
する

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

許容値を超え
るものは交換

注油

３．はくり はくりのないこと 目視により、
はくりの有無
を点検する

はくりのある
ものは交換

注油

４．ナットの脱落・ゆ
るみ

脱落・ゆるみのないこと 目視により、
脱落・ゆるみ
の有無を点検
する

ナットの脱落
したものは取
り付け、ゆる
んだものは締
め付けること

５．ロールピンの割れ・
変形・反発力の低下

割れ・変形のないこと 目視により、割
れ・変形の有無
を点検する

割れ・変形の
あるものは交換

一度抜いたも
のは交換する
こと

（５）

（５）

（５）

（５－２）

（５－３）

注油不足、およびオーバーロードのクランプは、押さえリンクボルトの摩耗・はくりが多い。

一度抜いたロールピンは使用禁止。必ず交換すること。

7-7-7

M-458

d－D
d

5
100≧

1.5

D

d

100

dD
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7-7-8

点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

６

ス
ト
ッ
パ
ー
カ
ム

１．摩耗（幅）

２．歯の欠け・座屈 歯の欠け・座屈がない
こと

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
にて計測する

目視により、
歯の欠け・座
屈の有無を点
検する

許容値を超え
るものは交換

欠け・座屈が
あるものは交
換

３．歯の目詰まり 歯の目詰まりがないこ
と

目視により、
歯の目詰まり
の有無を点検
する

目詰まりが有
るものはワイ
ヤブラシ等で
除去する
除去が不可能
なものは交換

４．ピン穴の伸び・摩耗 ５％以上は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

５．ロールピンの割
れ・変形・反発
力の低下

割れ・変形のないこと 目視により、割
れ・変形の有無
を点検する

割れ・変形のあ
るものは交換

一度抜いたも
のは交換する
こと

（６－１）

（６－１）

（６－１）

（６－１）

（６－２）

一度抜いたロールピンは使用禁止。必ず交換すること。

59

摩耗幅

摩耗幅

欠け

W.LL（t）

０.５

１

２

３

５

許容寸法（mm）

０.２以内

０.２以内

０.２以内

０.２以内

０.２以内

目詰まり

D－d
d

5
100≧

d D
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7-7-9

項目点検箇所 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

7

ス
ト
ッ
パ
ー
カ
ム
作
動
レ
バ
ー

摩耗のないこと 交換

変形のないこと 目視により、
変形の有無を
点検する

変形のあるも
のは、ストッ
パーカム作動
レバー一式を
交換

曲がりによる作動不良
は不可

目視および作
動検査にて

曲がりのある
ものは、スト
ッパーカム作
動レバー一式
を交換

60

曲がり

変形

摩耗

１．作動レバーの摩耗

2．リンクの変形

3．リンクの曲がり

（７－１）

（７－２）

（７－２）

8

カ
ム
ピ
ン
（
２
ー
１
）

１．曲がり 長さ100mmに対し、
曲がりが1.5mm以上
は不可

目視およびゲ
ージにて計測
する

許容値を超え
るものは交換

（８－１）

1.5

100

２．摩耗 ピン径の減少が、５％
以上は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

注油

（８－１）

d－D
d

5
100≧

D

d
dD



点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

8

カ
ム
ピ
ン
（
２
ー
２
）

３．先端の摩耗 残存の長さ［D］が、
１／３d（mm）以下
は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

４．ノッチ傷 ノッチ傷の、深さが認
められるものは不可
深さ0.5mm以上は不可

目視検査を行う

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

５．ロールピンの割
れ・変形・反発力
の低下

割れ・変形のないこと 目視により、割
れ・変形の有無
を点検する

割れ・変形のあ
るものは交換

一度抜いたも
のは交換する
こと

（８－１）

（８－１）

（８－２）

カムピンを本体に付けたまま回転させ、カムの振れを見る。振れ（縦、横）の生じる
ものは分解点検を行うこと。（カムピンの曲がりが考えられる）
一度抜いたロールピンは使用禁止。必ず交換すること。

7-7-10
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D
d

9

締
付
ね
じ
（
２
ー
１
）

１．ねじの摩耗・傷
１）摩耗
２）当り傷

１）ねじ本体の直径の
減少が、５％以上
は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

２）当り傷による作動
不良がないこと

目視および作
動検査にて点
検する

作動不良のも
のは交換

（９－１）

（９－１）

D－d
d

5
100≧

dD

1）

2）
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点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

9

締
付
ね
じ
（
２
ー
２
）

２．ねじ本体の曲がり １）長さ100mmに対
し 、 曲 が り が
1.5mm以上は不
可

目視およびゲ
ージにて計測
する

許容値を超え
るものは交換

３．ねじ本体の割れ

２）曲がりによる作動
不良は不可

目視および作
動検査にて点
検する

作動不良のも
のは交換

目視により、
割れの有無を
点検する

割れが１ヶ所
でもあるもの
は交換

４．ツバ部分の摩耗・
曲がり
１）摩耗
２）曲がり

1）ツバ部分のRが
1.5以下は不可

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

２）曲がりのないこと 目視により、
曲がりの有無
を点検する

曲がりのある
ものは交換

（９－１）

許容値を超え
るものは交換

（９－１）

（９－１）

（９－１）

（９－１）

62

割れのないこと

10

押
し
ば
ね

１．変形

２．傷・折損

変形のないこと

傷・折損のないこと

目視により、
変形の有無を
点検する

目視により、
傷・折損の有
無を点検する

変形のあるも
のは交換

傷・折損のあ
るものは交換

（１０）

（１０）

１） 2）
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点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

11

開
口
調
整
用
ク
サ
ビ

目視により、
変形の有無を
点検する

変形のあるも
のは交換

１．変形・亀裂 変形・亀裂のないこと 目視により、
変形・亀裂の
有無を点検す
る

変形・亀裂の
あるものは交
換

２．クサビ止めボルト　
の変形

変形のないこと

３．クサビ止めナット
の脱落・ゆるみ

脱落・ゆるみのないこと 目視により、
脱落・ゆるみ
の有無を点検

ナットの脱落
したものは取
り付ける
ゆるんだもの
は締め付け、
ゆるみ止めを
施行のこと

（１１－１）

（１１－２）

（１１－３）

7-7-12

63

１．ロックカム先端の
摩耗

２．ロックカムとロッ
クハンドルとの、
連結部のガタ

摩耗幅が３mm以上の
ものは不可

ロールピンの変形・ピ
ン穴の伸びがないこと

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

目視検査を行う ロールピンの
変形があるも
のはロールピ
ンを交換
ピン穴の伸び
があるものは
ロック装置を
交換

許容値を超え
るものは交換

（１２－１）

（１２－１・２）

12

ス
ト
ッ
パ
ー
カ
ム
用
ロ
ッ
ク
装
置
（
２
ー
１
）
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点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

４．連結ピンのねじれ ねじれのないこと ロックハンドル
とロックカムの
取り付け角度を
点検する

ねじれのある
ものは交換

５．ロールピンの割
れ・変形・反発力
の低下

割れ・変形のないこと 目視により、
ねじれの有無
を点検する

割れ・変形のあ
るものは交換
一度抜いたもの
は交換すること

（１２－２）

（１２－３・４）

64

一度抜いたロールピンは使用禁止。必ず交換すること。

12

ス
ト
ッ
パ
ー
カ
ム
用
ロ
ッ
ク
装
置
（
２
ー
２
）

３．連結ピンの摩耗 ５％以上は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

ゲージ・ノギス
等の測定具で計
測する

許容価を超え
るものは交換

（１２－２）

d－D
d

5
100≧

dD

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは変更

（１３）

13

ロ
ッ
ク
ス
プ
リ
ン
グ
（
２
ー
１
）

１．伸び 基準寸法（下記参照）
より５％以上の伸びは
不可

０.５t
１ t
２　 t
３ t
５ t

９５.５mm
１０７.０mm
１３０.０mm
１３５.０mm
１３６.０mm

+5％
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点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

目視により、
変形の有無を
点検する

変形のあるも
のは交換

目視により、
変形の有無を
点検する

変形のあるも
のは交換

（１３）

7-7-14

13

ロ
ッ
ク
ス
プ
リ
ン
グ
（
２
ー
２
）

２．変形 変形のないこと

３．折損 折損のないこと

４．張力低下

（１３）

65

開口部を閉じてロック装置をロックした時、ロック装置が簡単
に外れる場合や、開口部に鋼材を差し込んでロック装置をロッ
クした時、ロック装置が掛かりにくい場合は、ロックスプリン
グを交換すること。

14

本
体
ボ
ル
ト
（
２
ー
１
）

１．曲がり

２．摩耗

長さ100mmに対し、
まがりが1.5mm以上
は不可

ボルト径の減少が、
５％以上は不可
d：基準寸法
D：測定寸法

目視およびゲ
ージにて計測
する

ゲージ・ノギ
ス等の測定具
で計測する

許容値を超え
るものは交換

許容値を超え
るものは交換

注油

（１４－１）

（１４－１）

d－D
d

5
100≧

1.5

100

D

d dD



15

締
付
ハ
ン
ド
ル

1.変形 変形による操作不能が
ないこと

目視および作
動検査にて点
検する

操作不能のも
のは交換

（１５）

点検箇所 項目 判定基準 点検要領 処置（部品No.）

14

本
体
ボ
ル
ト
（
２
ー
２
）

３．はくり はくりのないこと 目視により、
はくりの有無
を点検する

はくりのある
ものは交換

注油

４．ナットの脱落・ゆ
るみ

脱落・ゆるみのないこと 目視により、
脱落・ゆるみ
の有無を点検
する

ナットの脱落
したものは取
り付け、ゆる
んだものは締
め付けること

５．ロールピンの割
れ・変形・反発力
の低下

割れ・変形のないこと 目視により、割
れ・変形の有無
を点検する

割れ・変形のあ
るものは交換

一度抜いたも
のは交換する
こと

（１４－１）

（１４－２）

（１４－３）

注油不足、およびオーバーロードのクランプは、本体ボルトの摩耗・はくりが多い。

一度抜いたロールピンは使用禁止。必ず交換すること。

7-7-15
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吊荷を吊上げた時にクランプ
本体を側面から見て、開口部
の中心線が水平線と交差する
角度。これによっては、吊上
げ荷重に制限があります。

8．スリング角度について
（1）クランプを使用する場合の角度

クランプには、使用状況によって次の様な角度とその制限があります。

クランプを吊荷に取り付けた
時、又は吊上げた時に吊荷端
面の直交線とクランプ本体厚
の中心線が交差する角度を指
します。

吊荷を吊上げた時のワイヤロ
ープ、チェーン等の交わる角
度。

4点吊の場合、クランプ位置
が隣同士の角度を「掛け幅角
度」、向き合う場合の最大角
度を「対向角度」とします。

クランプを正しい状態で並列
使用した場合の吊荷の端面又
は上方の傾斜角を指します。

クランプ角度
θ1

取り付け角度
θ2

対向角度
θ3

掛け幅角度
θ4

吊荷の傾斜角
θ5

2点吊

θ5

θ5

θ4

4点吊

θ2

θ1 θ1

θ4 θ3
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（2）機種別スリング角度表
下記表は、機種又は型式別のスリング角度制限です。
作業の安全のため、それぞれの許容範囲を厳守してください。

機　種�
�
�
�
�

縦吊用�
クランプ�
�
�
�
�
�
�

横吊用�
クランプ�

型　式�
クランプ�
角度�
θ1�
�

取り付け�
角度�
θ2

対向�
角度�

θ3

掛け幅�
角度�

θ4

吊荷傾斜角�
最大�

θ5

E、SL、RS�

SLT、RST�

NNE、NE�

NEC�

�

AMS、VAR、AMN�

AC�

HR、BMB、BM�

0～180�

0～180�

0～180�

0～180�

0～  45�

0～  45�

�

0～  45

0±5�

0±5�

0±5�

0±5�

0±5�

0±5�

�

0±5

60�

60�

60�

60�

60�

60�

�

60

60�

60�

20�

20�

30�

30�

�

30

30�

45�

10�

10�

15�

15�

�

15

専用の取扱説明書をご参照ください。�

�

G、GC、GD、GL、�
VA、VA(N)、VAS、�
VAN、VANL�
�

注 意 クランプ角度が－90°になる使い方は無負荷時クランプが自重で外れる危険があります。
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イーグル・クランプでは製品を安全にご使用頂くため、用途別の「取扱説明書」および「安全
上のご注意」を作成致しておりますので、下記ご案内を参照のうえ、用途に合った「取扱説明
書」、「安全上のご注意」をご請求ください。

q玉掛け用吊具全般（電動式を除く）
w鉄鋼用（縦吊クランプ）
e鉄鋼用（横吊クランプ）
r縦吊用無傷クランプＮＥ型［本紙］
t形鋼用クランプＡＣ型
yハッカー
uコンクリート二次製品用クランプ
iチェーンスリング
oトング・フック
!00大型吊具（電動式を含む）

後書き
この取扱説明書は、クランプを正しくお使い頂き作業の安全、能率の向上を願い、長期にわたりご愛用
頂けるよう念願して作成致しました。
吊具の安全性は正しい作業手順と、玉掛け作業に適合した機種の選定、正しく整備された吊具によって
確保されます。
このマニュアルに記載された内容は、標準的な玉掛け作業を基準に作成しましたが、作業内容によって
は最適な条件とは異なる場合も考えられますので、内容についてご不審な点や、誤りがありました場合
は、当社営業所または本社企画部までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

発　行　者：大阪市中央区谷町八丁目２-３
イーグルクランプ株式会社

編　　　集：企画部　山口春香／技術部　川島利広／営業部　畠山郁夫
編集責任者：企画部　津山初雄
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第２版発行：2000年9月14日
発 行 部 数：500部
識別コード：M-4
領 布 価 格：2,000円

■本書の内容の一部または全部を無断で転載する事は禁止されています。
■本書の内容に関しては予告なく変更する場合があります。
■本書の内容について万全を期しておりますが、万一ご不審な点がありましたら弊社営業所または上記
までご連絡下さい。
■運用の結果の影響については前項にかかわらず責任を負いかねる場合もありますのでご了承下さい。
■また前項に伴い事故の保証は出来かねます。更にこのマニュアル及びクランプのトラブルによって発　
生した機械損失についても、保証は出来かねますのでご了承下さい。
■製品のデザイン、仕様は予告なく変更する事があります。
■このマニュアルは、1998年4月末日現在までに作成された製品を対象としております。
これ以降に購入頂きました新機種または、他機種につきましては弊社までお問い合わせ下さい。


